
不動産売買仮契約書（案）

 売主豊田市（以下「甲」という。）と買主      （以下「乙」とい
う。）との間に、次の条項により不動産売買仮契約（以下「この契約」とい
う。）を締結する。 
 なお、この契約について、豊田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２７号）第３条の規定による市議会
の議決を得たときは、議決の日（以下「議決日」という。）をもって、これを
本契約（以下「本契約」という。）とみなす。 
 本契約に移行したとき、この契約の条文にある「この契約」は「本契約」と
読み替える。 

（信義誠実の義務） 
第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな
い。 

（売買物件） 
第２条 甲は、その所有に係る次の物件（以下「本物件」という。）を次条以
下の条件で乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 
（土地） 
所在・地番 地目 地積 摘要
豊田市五ケ丘二丁目 1番 1 宅地 14,417.70 ㎡
（建物） 
 構造 建築年 延床面積（㎡） 摘要 

管理棟 鉄筋コンクリート造 1984 360.25

処理棟 鉄筋コンクリート造 1984 496.07

処理棟② 鉄筋コンクリート造 1987 2,262.9
アスベスト含有建

材を使用 

処理棟② 

（増築部分）
鉄骨造 1987 334.81

アスベスト含有建

材を使用

車庫 鉄骨造 1987 54.79

ホッハ゜－棟 鉄骨造 1987 17.01

焼却炉棟 鉄骨造 1987 107.54



オイルタンク棟 コンクリートブロック造 1987 12.16

汚泥処理棟 鉄筋コンクリート造 1989 807.82
アスベスト含有建

材使用 

汚泥処理棟 

（増築部分）
鉄骨造 1989 76.91

アスベスト含有建

材使用 

（売買代金）
第３条 売買代金は、総額金         円（うち、土地価格  円、
建物価格０円、消費税及び地方消費税０円）とする。 

（契約保証金）
第４条 乙は、本契約の締結の翌日から５日以内に、契約保証金として、前条
に定める売買代金の総額の１００分の１０以上の金額を甲の発行する納入済
通知書より納入しなければならない。 
２ 甲は、乙が前項の規定により契約保証金を納入したときは、乙の申出によ
り契約保証金を売買代金に充当することができる。 
３ 契約保証金に利息は付さない。 
４ 第１項の契約保証金は、第２５条に定める損害賠償金の予定又はその一部
と解釈しない。 

（契約保証金の帰属）
第５条 第 3条に定める売買代金の納入前に第１８条又は第１９条の規定によ
りこの契約が解除となったときは、前条第１項の規定により納入された契約
保証金は、甲に帰属する。ただし、甲がやむを得ない事情があると認めた場
合は、この限りでない。 

（売買代金の支払等）
第６条 乙は、第３条に定める売買代金から、第４条で納入し、かつ、売買代
金に充当した契約保証金を差し引いた額（以下「差額代金」という。）を、
本契約の締結日の翌日から起算して４５日以内（以下「納期限」という。）
に一括して甲の定める方法により納入しなければならない。

（遅延利息）
第７条 乙は、差額代金を納期限までに納入できないときは、あらかじめ甲に
書面で申入れをしなければならない。 



２ 甲は、前項の申入れに基づき支払の遅延を認めることができる。 
３ 乙は、差額代金を納期限までに納入しないときは、納期限の翌日から納入
した日までの日数につきその金額に年３パーセントの率（年当たりの率は、
閏（じゆん）年の日を含む期間についても、３６５日当たりの率とする。）
を乗じて計算した額を遅延利息として、甲の定める方法により納入しなけれ
ばならない。ただし、遅延利息の金額が１００円未満であるときは、これを
切り捨てる。
４ 第３項の遅延利息は、第２５条に定める損害賠償金の予定又はその一部と
解釈しない。 

（実測による売買） 
第 8条 本物件は、実測により売買するものとする。 

（所有権の移転及び登記嘱託） 
第 9条 本物件の所有権は、乙が第 3条に定める売買代金の全額を納入したと
きに、乙に移転するものとする。
２ 乙は、前項の規定により所有権移転した後に、本物件のうち土地につい
て、速やかに所有権移転及び買戻特約登記手続を行い、甲は、これに協力す
るものとする。
３ 所有権移転登記手続に要する費用及び登録免許税は、乙の負担とする。た
だし、第２３条に定める買戻特約の登記手続に要する費用に限り、甲の負担
とする。 

（引渡時期） 
第１０条 本物件の引渡しは、第３条の売買代金の全額を納入したときに、現
状有姿で行うものとする。

（公租公課の負担） 
第１１条 第９条第２項の規定による所有権移転登記完了日から、本物件の公
租公課は、全て乙の負担とする。 

（危険負担） 
第１２条 乙は、本契約の締結日から本物件の引渡しまでの間において、甲の
責めに帰すことのできない事由により、本物件が滅失し又はき損した場合
は、甲に対し売買代金の減免又は本契約の解除等の負担を求めることはでき
ない。 



（契約不適合責任）
第１３条 この契約の締結後に、乙が本物件に種類、品質又は数量に関してこ
の契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、甲は、補修その他
の履行の追完、売買代金の減額、損害の賠償、契約の解除等（以下「補修
等」という。）の責めを負わないものとする。ただし、乙が消費者契約法
（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に規定する消費者に該当する場合
において、乙が本物件の引渡しの日から１年以内にその不適合を発見した旨
を甲に通知し、協議を申し出たときは、甲は、補修等の協議に応じるものと
する。 

（建物等の解体及び撤去） 
第１４条 乙は、本物件のうち甲の定める範囲に存する建物等（建物の附帯設
備、工作物、地下埋設物その他一切の動産を含む。）を解体して撤去しなけ
ればならない。 
２ 本物件の引渡しがあった日から、解体撤去の完了の日まで、建物等の管理
責任は乙にあるものとし、善良な管理者の注意をもって建物等を管理しなけ
ればならない。 
３ 乙は、前項の解体撤去が完了したときは、速やかに、甲に解体撤去の完了
を書面により報告し、甲及び乙の現場立会いの下、完了確認を行う。
４ 乙は、本件建物等にアスベスト含有建材が含まれることを了知し、本件建
物等の解体撤去を行うに当たっては、大気汚染防止法（昭和43年法律第97
号）及び石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号）等の関係法令
等に従い、適切にアスベスト除去及び建物等解体撤去を行うものとする。
５ 乙は、アスベスト含有建材の撤去を完了したときは、甲に報告しなければ
ならない。 
６ 本物件の引渡し後の本件建物等の管理及び解体撤去にかかる一切の費用
（アスベスト除去費用を含む。）は、乙の負担とする。 
７ 本件建物等の解体撤去に伴い、官公署等との協議及び届出が必要な場合
は、乙の責任において、その一切を行うものとする。
８ 本件建物等の解体撤去・解体廃棄物の処理等においては、関係法令を遵守
するとともに、解体撤去に伴う苦情等への対応及び第三者に損害を与えた場
合の対応一切は、全て乙の負担において行うものとする。

（用途指定等の制限） 
第１５条 乙は、本物件の引渡日の翌日から起算して５年以内に甲の定める用



途で譲渡又は貸付けが可能な状態にしなければならず、また、本物件の引渡
日の翌日から起算して５年以内は甲の定める用途から他の用途へ変更しては
ならない。 

（所有権移転等の禁止） 
第１６条 乙は、本物件の宅地造成工事が完了し、かつ、甲の定める用途での
譲渡又は貸付けが可能な状態であることを確認できるまでの間、本物件の所
有権を第三者に移転してはならない。また、本物件上に抵当権その他本物件
の完全な所有権の行使を妨げる権利を設定してはならない。
２ 乙は、甲が前項前段に定める確認ができた場合は、本物件の所有権を第三
者へ移転し又は抵当権その他権利を設定することができる。
３ 乙は、前項で定める所有権移転又は抵当権その他権利の設定をする前に、
甲に対し書面によって所有権移転又は抵当権その他権利の設定を申し入れな
ければならない 
４ 甲は、前項の規定による申入れに基づき乙に対して所有権権移転又はその
他権利の設定を認めることができる。 

（使用等の禁止） 
第１７条 乙は、本物件を次に掲げる用に供し、又はこれらの用に供されるこ
とを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは第三者に使用させては
ならない。 
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団の事務所
その他これに類するもの 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律
第１２２号）第２条第1項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する
性風俗関連特殊営業その他これに類するもの 

（暴力団等排除に係る解除）
第１８条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する
ことができる。 
（１）法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等
（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、そ
の他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事
等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下
同じ。）に暴対法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と



いう。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団
（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景
として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がい
ると認められるとき。 
（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法
人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は
暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用する
などしていると認められるとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団
員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を
供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与し
ていると認められるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難
されるべき関係を有していると認められるとき。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等で
あることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた
甲に生じた損害の賠償を乙に請求することができる。 
３ 甲は、第１項の規定による解除により乙に損害が生じても、その責めを負
わないものとする。 

（契約の解除） 
第１９条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は甲の定め
る入札参加資格を満たさなくなったときは、乙の責めに帰すべき事由による
ものであるか否かにかかわらず、催告を要せず、直ちにこの契約を解除する
ことができる。 
２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって甲に生
じた損害の賠償を乙に請求することができる。 
３ 甲は、第１項の規定による解除により乙に損害が生じても、その責めを負
わないものとする。 

（返還金等）
第２０条 甲は、第１８条又は前条の規定に基づき契約の解除権を行使したと
きは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息は付
さない。 



２ 前項の場合において甲は、乙の負担した契約の費用又は違約金及び本物件
に支出した必要費、有益費その他一切の費用はこれを返還し、又は償還しな
い。 

（実地調査等） 
第２１条 甲は、この契約に定める乙の義務の履行状況を確認するため、必要
があると認めるときは、本物件を実地に調査し、又は乙から所要の報告を求
めることができる。  
２ 乙は、甲から要求があるときは、本物件について利用状況の事実を証する
登記事項証明書その他の資料を添えて本物件の利用状況等を甲に報告しなけ
ればならない。  
３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める実地調査等を拒み、妨げ若しくは忌
避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
４ 甲は、本物件の土地に対して第１６条第３項に定める権利移転等を認めた
場合には以後この条で定める報告は求めないものとする。 

（違約金）
第２２条 乙は、次の各号の定める事由が生じたときは、甲の請求によりそれ
ぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
（１）第１４条、第１５条、第１６条又は第１７条に定める義務に違反した
ときは、金（第３条に定める売買代金の100分の30）円  

（２）前条に定める義務に違反したときは、金（第３条に定める売買代金の
100分の10）円 

2 前項の違約金は、第２５条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈
しない。 

（買戻特約） 
第２３条 甲は、本物件の引渡日の翌日から起算して5年を経過するまでの期
間において、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本物件を買い戻す
ことができるものとする。 
（１）乙が第１４条の規定に違反したとき。 
（２）乙が第１５条の規定に違反したとき。 
（３）乙が第１６条の規定に違反したとき。 
２ 甲は、前項の規定により本物件の買戻しを行うときは、乙から受領した売
買代金を乙に返還するものとする。ただし、当該返還金には利息を付さな
い。 



３ 甲は、第１項の規定により本物件の買戻しを行うときは、乙の負担した契
約の費用は返還しない。また、乙が支払った前条に定める違約金及び本物件
に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
４ 第１項の規定による買戻特約の登記は、第９条第２項に規定する所有権移
転登記と同時に乙が行うものとし、甲はこの登記に必要な書類を提出するも
のとする。 
５ 乙は、第１項に定める期間が満了したとき又は同項に定める買戻しができ
る期間より前に第１６条第２項に定める事項の履行が確認できたときは、乙
は買戻特約登記の抹消を行わなければならない。
６ 前項の規定により買戻特約登記を抹消するときは、甲は抹消登記に必要な
書面を乙に提出するとともに、乙は抹消登記に必要な登録免許税を負担する
ものとする。 

（原状回復義務）
第２４条 乙は、第１８条又は第１９条の規定によりこの契約が解除されたと
き又は前条の規定により甲が本物件を買い戻したときは、甲の指定する期日
までに本物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が
本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状で返還す
ることができる。 
２ 乙は、前項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日
までに、本物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
この場合において、所有権移転登記手続に要する費用及び登録免許税は、全
て乙の負担とする。 
３ 乙は、第１項の規定により本物件を甲に返還するときは、本物件に設定さ
れた抵当権その他本物件の完全な所有権の行使を妨げる負担を消滅させなけ
ればならない。 
４ 甲は、第１項の規定により返還された本物件において乙所有の残置物があ
るときは、乙がその所有権を放棄したものとみなし、甲において当該残置物
を処分しても、乙は何ら異議を述べることができない。 
５ 乙は、第１項ただし書の規定により現状で返還された本物件が滅失又はき
損していると甲が認めるときは、その損害の賠償として契約解除時の時価に
より算定された減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。ま
た、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合は、その損害
に相当する金額を甲に支払わなければならない。

（損害賠償） 



第２５条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたと
きは、その損害の賠償を乙に請求することができる。 

（返還金との相殺の合意） 
第２６条 甲は、第２０条第１項の規定により売買代金を返還する場合又は第
２３条に規定する買戻権を行使した場合において、乙が第２２条に規定する
違約金又は第２４条若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務
があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺できるものとする。 

（契約等の費用） 
第２７条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、第９条第３項に
定める甲の負担を除き、全て乙の負担とする 

（相隣関係等への配慮）
第２８条 乙は、本物件の引渡し後においては、善良な管理者の注意をもって
本物件を管理し、近隣住民その他の第三者と紛争が生じないよう留意するも
のとし、紛争が生じた場合は乙の責任において解決しなければならない。 

（管轄裁判所の合意） 
第２９条 この契約に関して甲乙間に争いがある場合は、名古屋地方裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（入札実施要領の遵守） 
第３０条 乙は、「市有地（五ケ丘二丁目１-１）売却に係る一般競争入札実施
要領」に記載された売却条件などを承諾し、その内容を遵守しなければなら
ない。 

（協議） 
第３１条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙
協議して定めるものとする。 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自
１通を保有する。 



令和〇年  月  日    議会の議決日  令和 年  月  日 
      甲（売主） 豊田市西町３丁目６０番地
             豊田市 
              代表者 豊田市長  太 田 稔 彦 
                  （担当課   部   課） 

      乙（買主） 所在地 
             法人 
              代表者 


